
令和８年４月 17 日  
 廿日市市市民活動センター利用者の皆さま 
 

市 民 活 動 セ ン タ ー 
市民活動センターおおの 

 
廿日市市市民活動センター利用料等の改定及び説明会の開催について 

 
 いつも廿日市市市民活動センターをご利用いただきありがとうございます。 

施設を維持管理し、運営していくために必要な経費は、物価変動の影響や、施設の修繕
などにより変化するため、定期的に利用料等の見直しを実施しています。 
 このたび、全市的な見直しに伴い、当施設の利用料等を令和８年１０月１日から改定す
ることとなりました。 
 また、利用者の皆さまの利便性向上と、施設の有効活用を図るため、利用時間の区分に
ついても改定します。 
 今後も効果的な施設運営に取り組んでいきますので、皆さまのご理解、ご協力をお願い
いたします。 
 なお、今回の改定内容について、利用者の皆さまへの説明会を次のとおり開催します。 
 
 
【開催日時】令和８年６月２日（火） １６：００～１６：３０ 
【開催場所】市民活動センター２階 第１研修室（廿日市市住吉二丁目２番１６号） 

※ 事前の予約等は不要です。 
 
 
※ なお、ネットワーク登録団体の皆さまに向けた説明会は、同日の１５時から開催するネッ

トワーク登録団体連絡協議会の中で行いますので、ネットワーク登録団体の皆さまはそち

らへご参加ください。 
 

 
 

 
 
 
 
 

【問い合わせ先】 
市民活動センター / 市民活動センターおおの 
住所：廿日市市住吉二丁目 2 番 16 号 

廿日市市大野一丁目 1 番 1 号 大野支所 3 階 
電話：0829-32-3741 / 0829-30-2005



《改定の内容》 
○ 市民活動センター(廿日市市住吉二丁目２番１６号) 

改定前（～令和８年９月３０日） 

 改定後（令和８年１０月１日～） 

 
○ 市民活動センターおおの (廿日市市大野一丁目１番１号) 

改定前（～令和８年９月３０日） 

 改定後（令和８年１０月１日～） 

 
 

【改定日】 
 令和８年１０月１日 

※ 改定日より前に許可された利用については、１０月１日以降の利用であっても改定前
の利用料等を適用します。

 
区分

利用料

 午前 9 時～12 時 午後 12 時～17 時 夜間 17 時～21 時 30 分

 第１研修室 610 円 1020 円 910 円
 第２研修室 300 円 510 円 460 円
 第３研修室 200 円 340 円 300 円
 和室 170 円 290 円 260 円

 区分 利用時間 単位 利用料

 第１研修室

9 時から 21 時 30 分まで 1 時間までごとに

300 円

 第２研修室 150 円

 第３研修室 100 円

 和室 80 円

 
区分

使用料

 午前 9 時～12 時 午後 12 時～17 時 夜間 17 時～21 時 30 分

 301 研修室 240 円 410 円 370 円

 302 研修室 270 円 450 円 410 円

 303 研修室 240 円 410 円 370 円

 区分 使用時間 単位 使用料

 301 研修室

9 時から 21 時 30 分まで 1 時間までごとに

120 円

 302 研修室 130 円

 302 研修室 120 円


